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「令和元年度ぜん息患者教育スタッフ養成研修」実施要領 

独立行政法人環境再生保全機構 

１．趣旨 

近年、自己管理によるぜん息の治療管理の重要性が高まっており、医療従事者は適切な処方や指

示を出すだけではなく、患者教育を通して患者や保護者が主体的に自己管理を継続できるよう指導す

ることが求められている。しかしながら、ぜん息の患者教育を実践する医療スタッフの不足、ぜん息の

患者教育実践に必要な知識・技術を修得する機会が不足している。 

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、このような状況を踏まえ、地方公共団体

の保健師、看護師、地域のコメディカルスタッフ等を対象にぜん息の治療・管理に係る患者教育スタッ

フの養成を推進し、患者の自己管理支援体制の充実を図ることを目的に標記研修を実施する。 

２．研修期間及び場所  

日  時： 令和元年 12 月 9日（月）～12 月 10 日（火） 

場  所： 福岡国際会議場（〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1） 

３．研修対象者 

次の①及び②の条件に該当する者とする。 

①次のア、イのいずれかの条件を満たす者。 

      ア．公害健康被害予防事業対象地域内（別添１）に所在する医療機関において、一般社団法

人日本アレルギー学会認定専門医・指導医の下で、ぜん息患者への療養指導の経験があ

る者（予定の者を含む。） 

      イ．公害健康被害予防事業対象地域の都府県内において、公害健康被害予防事業に協力し

ている医療機関、又はぜん息等の患者教育を実践している医療機関等に勤務しており、

（一社）日本アレルギー学会の認定専門医・指導医の下で、ぜん息患者への療養指導の経

験を有し、公害健康被害予防事業等に従事する者（予定の者を含む。） 

      ウ．福岡県内で小児科を標榜している医療機関に勤務し、ぜん息患者への療養指導の経験を

有し、公害健康被害予防事業等に従事する者（予定の者及び今後協力が可能な者を含

む。） 

②原則として各研修期間中の全日程について出席できる者。ただし、事情により全日程の出席が

困難な場合は、１日単位での出席も可能とする。 

４．研修定員 

60 名 

注） 定員を超える応募があった場合は、過去に本研修の受講経験がない者を優先し、また、より多

くの医療機関からの参加となるように、所属の医療機関に偏りがないように調整した上で、抽選
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により研修生を決定する。 

５．研修生の申込方法及び決定等 

１）研修申込書（別紙様式）より、郵送にて、令和元年 10 月 4日（金）までに、研修運営事務局宛に申

し込むこと。

２）研修参加の可否の決定は機構が行い、申込書に記載された送付先へ通知する。 

６．研修内容 

別添 2「カリキュラム」参照 

７．研修生の帰任 

次の場合、研修推薦者と協議のうえ、研修生を帰任させることがある。 

１）疾病等により、研修の受講が不可能と認められる場合 

２）研修生の資質が、研修運営上支障があると認められる場合 

８．受講報告書の提出 

本研修受講後に研修受講報告書（研修当日提示）を必ず提出すること。 

９．修了証の発行 

研修の全講義を受講した者に対して、当該研修の修了証を発行する。 

１０．研修生の参加費用 

受講料は無料。当機構から旅費の支給はありません。

１１．研修生は、次の事項に努めることとする。 

１） 意欲をもって講義に集中すること。また、必要に応じて課題について予習すること。 

２） 本研修を受講することにより、参加者自身のスキル向上だけではなく、地域や医療機関でのぜん

息の治療・管理に係る患者教育の普及等に努めること。また、公害健康被害予防事業の効果的、

効率的な推進に努めること。 

1２．その他 

１） 研修期間中の宿泊先の確保は、研修生各人が行うこと。 

２） 研修期間中の健康管理は、研修生本人が注意すること。 

３） 研修修了者は、機構が別途設置する「予防事業人材バンク」に登録することができる。登録すると、

地方公共団体が行う事業の講師、補助スタッフや、機構が新たに実施する「パッケージ支援事業」

への協力を依頼する場合がある。 
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【問合せ・受講申込先】 

令和元年度研修運営事務局（株式会社プロセスユニーク）  

担当：宮本 

〒462-0037 名古屋市北区志賀町 1-29 株式会社 プロセスユニーク

TEL: 052-919-7883  E-mail: ercakensyuu2019@p-unique.co.jp

【機構窓口】 

独立行政法人 環境再生保全機構 予防事業部事業課 

担当：寺田・継岡 

〒212-8554 川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー8Ｆ 

TEL：044-520-9570 E-mail:s-terada@erca.go.jp、s-tsugioka@erca.go.jp 


